
徳
島
県
規
則
第
二
十
号

徳
島
県
郷
土
文
化
会
館
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

徳
島
県
郷
土
文
化
会
館
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

徳
島
県
郷
土
文
化
会
館
管
理
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
徳
島
県
規
則
第
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
表
の
二
の
１
の
表
式
次
第
板
（
黒
板
）
の
項
の
項
名
を
「
式
次
第
板
（
ホ
ワ
イ
ト
ボ
ー
ド
）
」
に
改

め
、
同
１
の
表
十
六
ミ
リ
映
写
機
（
二
キ
ロ
ワ
ッ
ト
）
の
項
、
ス
テ
ー
ジ
用
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
の
項
、
オ

ー
バ
ー
ヘ
ッ
ド
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
の
項
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
マ
イ
ク
装
置
の
項
、
ミ
ニ
デ
ィ
ス
ク
デ
ッ
キ
の

項
、
ポ
ー
タ
ブ
ル
ミ
キ
サ
ー
の
項
、
ム
ー
ビ
ン
グ
ラ
イ
ト
の
項
、
ス
ラ
イ
ド
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
の
項
、
カ

ラ
ー
フ
ィ
ル
タ
ー
の
項
及
び
電
源
設
備
の
項
を
削
り
、
同
二
の
２
の
表
十
六
ミ
リ
映
写
機
（
一
キ
ロ
ワ
ッ

ト
）
の
項
、
ス
ラ
イ
ド
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
の
項
、
オ
ー
バ
ー
ヘ
ッ
ド
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
の
項
及
び
電
源
設

備
の
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


